
課 班 必要性 効率性 公平性 緊急性 方向性見直しの具体的な方策 及び 指示事項

1 保健福祉課 健康推進班
「健康のまち　宣言」に向け
た健康推進啓発事業

A A A A 実施

2 教育振興課 学校教育班
上富良野中学校校舎耐震
改修及び老朽改修調査基
本設計業務

A A A A 実施

3 教育振興課 社会教育班
公民館分館事業（東中会
館）

A Ｂ A A 実施

4 教育振興課 社会教育班 運動公園整備事業 A A A A 見直し

5 教育振興課 社会教育班 社会教育総合センター整備 A A A A 実施

6 産業振興課 農業振興班
農村災害対策整備事業（排
水路整備事業）

A A A A 実施

7 産業振興課 農業振興班
北17号農道整備事業（農地
整備事業：通作条件整備）

A A A A 実施

[事業内容]
・各集荷施設につながる産業道路として整備を図ることで、生産性の向上や収穫農産物の円滑な運搬、
さらには地域住民の生活道路として、利便性と安全性の向上を図る。
[総　括]
・農地基盤整備事業と合わせた整備が強く望まれていることから、担当案のとおり実施する。

２　次　評　価　（ 政 策 調 整 会 議 ）

[事業内容]
・集中豪雨によって、住宅への浸水被害及び農地冠水の被害が顕著かつ恒常化してきているため、根本
的な被害防止対策を図る。
　旭日川：排水路　Ｌ＝1,235ｍ　　日の出：排水路　Ｌ＝2,465ｍ
　西１線日の出：排水路　Ｌ＝1,689ｍ　　富原：排水路　Ｌ＝675ｍ
　草分：排水路　Ｌ＝6,064ｍ

[総　括]
・担当案のとおり実施とするが、旭日川については、河川整備事業として事業展開が可能か研究・調査
すること。また、早期完了をめざすため継続的な要望活動の展開を推進すること。

[事業内容]
・健康かみふらの２１（第2次）の推進事業の一環として位置づけ、ライフステージにおける全ての健診や
健康学習の場を利用して普及啓発に努める。
・６月補正予定。
[総　括]
・担当案のとおり、６月補正を行い、実施する。

[事業内容]
・校舎の躯体、衛生・機械・電気設備の現状調査
・防衛省による防音機能復旧事業（金属製建具取替工事）概算要求資料作成
・基本設計方針の策定、基本設計図書の作成、工事工程案の作成、工事費概算書の作成
・６月補正予定。
[総　括]
・担当案のとおり６月補正を行い、実施する。

[事業内容]
・経年劣化が著しい箇所について改修を実施する。
　屋根改修（既存の屋根の上に重ねる）、外壁塗装と内窓等の設置、玄関扉の改修及び風除室の設置
[総　括]
・地域に現存するコミュニティ施設の今後のあり方（当会館改修に係る費用対効果を含む。）について、
早急に住民会と協議し、方向性が示されたあとに再協議とする。

[事業内容]
・駐車場に設置されているトイレ（男女共和式（汲み取り））が老朽化及び下水道整備されていないことか
ら、施設更新を実施する。
 [総　括]
・事業実施に伴う設計等に係る経費及び施設構造等について再検討し実施する。

平成２６年度　政策調整会議による事務事業評価(事前評価）結果

担当

[事業内容]
・社会教育総合センター屋根塗装（2,824㎡）
[総　括]
・担当案のとおり実施とするが、併せて外壁改修を実施することの合理性及び費用対効果について調整
すること。10/25
・外壁補修について工法及び箇所について再検証しつつ、事業を実施すること。11/25

№ 事務事業名称



課 班 必要性 効率性 公平性 緊急性 方向性見直しの具体的な方策 及び 指示事項
２　次　評　価　（ 政 策 調 整 会 議 ）担当

№ 事務事業名称

8 保健福祉課

健康推進班
福祉対策班
高齢者支援

班

生活支援恒久対策事業 A A A A 見直し

9 町民生活課 生活環境班
扇町団地町営住宅ストック
総合改善事業（水洗化事
業）

A A A A 実施

10 建設水道課 上下水道班
公共下水道不明水対策事
業

A A A B 実施

11 建設水道課 上下水道班
公共下水道雨水管路点検
事業

A A A B 実施

12 総務課 基地調整室
防災行政無線(移動系）デジ
タル化更新整備

A A A Ｃ 実施

13 保健福祉課 健康推進班 成人期歯科検診事業 A Ｂ A B 見直し

14 建設水道課 建設班 住宅リフォーム助成事業 A A A B 実施

[事業内容]
・高齢者や障害者、ひとり親世帯、さらに低所得世帯など社会的な生活を営む上で、弱い立場なある
方々が、地域の中で安心して過ごせるよう様々な生活支援策が講じられているところであるが、時代の
変化等に応じて、自助努力と公的支援のあり方を含め、真に支援を必要とする方に必要な支援が行き届
いているか、絶えず見直しを図りながら、時代の要請に応える恒久的な生活支援策の構築を図る。
[総　括]
・真に支援を必要とする方に必要な支援事業になるよう、担当案について再検討し実施する。
　また、担当案のうち「成人期歯科検診事業」については、健康増進計画である「健康かみふらの21」に
おける事業に位置づけ、次回政策調整会議において事前評価を行う。（№13で実施）

[事業内容]
・老朽化により継目等から雨水・地下水が流入し、終末処理場における処理能力を超える流入が頻発し
ている。
　また、地下水利用者と推測される使用量についても全体に影響する増加量であるため、不明水量の調
査及び補修工事等の対策事業を平成２６年度から５年間で実施し、施設維持を図る。
[総　括]
・事業内容等について再設計したうえで、再評価すること。10/25
・担当案のとおり実施とするが、事業費について副町長査定までに精査し、資料を整備する。11/25

[事業内容]
・老朽化により継目等から雨水・地下水が流入し、終末処理場における処理能力を超える流入が頻発し
ている。
　また、地下水利用者と推測される使用量についても全体に影響する増加量であるため、不明水量の調
査及び補修工事等の対策事業を平成２６年度から５年間で実施し、施設維持を図る。
[総　括]
・事業内容等について再設計したうえで、再評価すること。10/25
・担当案のとおり実施とするが、事業費について副町長査定までに精査し、資料を整備する。11/25

[事業内容]
・上富良野町公営住宅長寿命化計画に基づき、建替事業実施まで10年以上ある扇町団地についてス
トック総合改善事業（水洗化事業）を実施し、建替えまでの住環境を整備し、居住水準の向上を図る。
[総　括]
・担当案のとおり実施とする。

[事業内容]
・老朽化によりコンクリート管にはひび割れ等が発生し、排水障害による溢水、道路陥没による交通事故
等が懸念されるため、管路内部の状況を調査し、部分補修を実施し、施設維持を図る。
[総　括]
・事業内容等について再設計したうえで、再評価すること。10/25
・担当案のとおり実施とする。11/25

[事業内容]
・有効的な通信手段の確保の一部として、現在の移動系の防災行政無線をデジタル化し、確実な通信手
段を確保する。
[総　括]
・事業内容等の資料を整理し、副町長査定までに再評価する。11/25
・更新事業の主旨として、デジタル化及び音声通信機能のみの更新とし、基本設計及び実施設計につい
ては、担当案のとおり実施するが、整備時期及び内容については、今後検討する。12/12

[事業内容]
・歯周病は糖尿病や循環器疾患など様々な疾患との関連性が指摘されており、歯科検診を促進すること
で、歯科疾患の予防と歯の喪失を抑制する。
[総　括]
・喫緊の課題対象である40歳以上を対象とし、事業内容を精査し副町長査定に望むこと。

[事業内容]
・３年間（H23～H25）実施した町独自事業の後継事業として、今後、住宅所有者の高齢化が進むことによ
り、既存住宅の省エネ化、バリアフリー化に伴う改修の需要が増加することが想定されるため、これら住
宅のリフォームに対し助成を行う。
[総　括]
・担当案のとおり実施とする。


